
令和６年 ３月 ２２日 

 

郡 市 区 等 医 師 会  御中 

 
 

大 阪 府 医 師 会  

  （ 公 印 省 略 ） 

 

「第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について 

 
 

平素より産業保健活動の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、別添のとおり、厚生労働省労働基準局長より、日本医師会宛に、その

周知について協力依頼がありました。 

第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進については、令和５ 年３ 月 30 日付け基発 0330 

第３号（令和５ 年４ 月６ 日付け日医発第 56 号（健Ⅰ）、令和５年４月 12日付け府医通知

参照）をもって貴会宛に通知しているところです。 

今般、「第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部が改正され、別紙の通り

「粉じん保護具着用管理責任者」が定められ、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具

着用管理責任者と同様の運用が継続されることになりました。 

一部改正の背景は、粉じんに対する保護具着用管理責任者については、平成 17年２月７ 日

付け基発第 0207006 号「防じんマスクの選択、使用等について」（以下「防じんマスク通達」

という）等に基づき、「保護具着用管理責任者」を選任し、防じんマスクの適正な選択等の業

務に従事させることになっておりました。 

しかしながら、新たな化学物質管理が導入されたことに伴い、令和５ 年５ 月 25日付け基

発 0525 第３号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用

等について」が発出され、同日付けで防じんマスク通達が廃止されたことに伴い、従前の防

じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところです。 

作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であ

るため、「第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について」が一部改正されたものです。 

貴会におかれましても、本通知の趣旨をご理解の上、会員医療機関へご周知賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

●「第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について 

  https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko1/2023ken1_2182.pdf 

※ユーザー名とパスワードでのログインが必要です。 

ユーザー名：会員 ID（日医刊行物送付番号）の 10桁の数字（半角で入力）です。 

       宛名シール下部に印刷されている 10桁の数字です。 

パスワード：生年月日の「西暦の下 2桁、月 2桁、日 2桁」を並べた 6桁の数字で 

      す（半角入力） 
 
 
 

※事務局：地域医療 1課 堀田（TEL 06-6763-7012・FAX 06-6766-2875） 

https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko1/2023ken1_2182.pdf

